
○中之条町共創のまちづくり補助金交付要綱 

令和６年９月20日告示第104号 

中之条町共創のまちづくり補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域団体や町民活動団体（以下「団体」という。）などが主体とな

り、町と協働し地域課題の解決や地域としての新しい魅力を共に創る事業（以下「共創

事業」という。）に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、中之条

町補助金等に関する規則（平成22年中之条町規則第１号）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる共創事業（以下「補助対象事業」という。）は、町内で実施す

る事業で、次の各号の全てに該当するものとする。 

(１) 町における社会問題や地域課題の解決、軽減等に寄与する事業であり、継続的に

取り組む必要がある事業 

(２) 町の総合計画、総合戦略及び各計画に掲載した取組（ビジョン）の実現を図る事

業 

(３) 町が実施している他の制度による補助金及び助成金など補助を受けていない事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業から

除くものとする。 

(１) 政治、宗教活動を目的とするもの 

(２) 営利を目的とするもの 

(３) 公序良俗に反するもの 

(４) 施設等の建築又は整備を主たる目的とするもの 

(５) 学術的な研究のみを目的とするもの 

(６) 町の既存事業で十分に対応できているもの 

(７) 既存事業の経費に充てるもの 

(８) その他町長が適当でないと認めたもの 

（補助対象団体） 

第３条 補助金の交付を受けることができる団体は、町内に事務所又は活動拠点を有する

団体で、次の各号のいずれかに該当する団体とする。 



(１) 行政区、地域運営組織等の地縁を基礎とする地域団体 

(２) 公益的な活動を行う町民活動団体 

(３) 特定非営利活動法人 

(４) その他町長が認めた団体 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業を遂行するために必要な経費とす

る。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる経費は補助対象としない。 

(１) 団体の管理、運営に要する経常的な経費 

(２) 団体の構成員に対する経費 

(３) パソコン、カメラ等の他事業においても使用可能な汎用性の高い備品の購入費 

(４) その他町長が適当でないと認めた経費 

（補助金の交付金額） 

第５条 補助金の交付金額は、交付対象経費の10分の10以内とし、事業収入を控除した上

で補助金の交付金額を決定する。１事業１年度あたり、補助金額の合計は、100万円を

上限とする（1,000円未満の端数は切り捨てる。）。 

２ 補助金の対象となる期間は、補助対象事業ごとに連続して３年を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、中之条町共創のまちづくり補助

金交付申請書（様式第１号）を、町長に提出しなければならない。 

（審査） 

第７条 町長は、補助対象事業の公正かつ適正な選定のため、中之条町共創のまちづくり

補助金審査委員会（以下「委員会」という。）を組織し、補助金交付の適否、補助金の

額及び付すべき条件について審査する。 

２ 町長は、審査会の意見を踏まえ補助金交付の適否、補助金の額及び付すべき条件につ

いて決定する。 

（委員会の組織） 

第８条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる職員を充てる。 

(１) 副町長 



(２) 地域共創課長 

(３) 対象となる事業に関連する事務事業を所管する所属長及び町長が指名する職員 

（委員長及び副委員長） 

第９条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、副町長、副委員長には地域共創課長をもって充てる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはそ

の職務を代理する。 

（会議） 

第10条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の３分の２の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議決内容は、補助対象事業の選定に関する事項として、町長へ報告する。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席又は資料の提供を

求め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第11条 委員会の庶務は、地域共創課において処理する。 

（補助金の交付の決定及び通知） 

第12条 町長は、補助金の対象となる事業を決定したときは、中之条町共創のまちづくり

補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知する。補助事業に該当しない

場合は、中之条町共創のまちづくり補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請

者に通知する。 

（計画変更） 

第13条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の計画変更

（廃止及び中止を含む。）をする場合は、直ちに町長へ中之条町共創のまちづくり補助

金事業変更承認申請書（様式第４号）を提出し、承認を受けなければならない。 

（変更決定通知） 

第14条 町長は、前条の規定により当該補助金等の変更を承認したときは、中之条町共創

のまちづくり補助金変更決定通知書（様式第５号）により、補助事業者に通知しなけれ

ばならない。 

（実績報告） 

第15条 補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して



30日、又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、中之条町共創のまちづくり

補助金事業実績報告書（様式第６号）に領収書の写し及び事業記録写真を添えて、町長

に提出しなければならない。 

（額の確定及び交付） 

第16条 町長は補助金の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、中之条町共創のまちづくり補助金交付額確

定通知書（様式第７号）により通知を行い、その額を交付するものとする。 

２ 町長は補助事業者が補助金交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるとき

は、前項の規定に関わらず、補助金の全額又は一部を概算払により交付することができ

る。 

（補助金の返還等） 

第17条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請

等を行ったことが認められたときは、交付決定の取消し、又は補助金の一部若しくは全

部の返還を求めることができる。 

（その他） 

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年10月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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